
 

令和 7 年 11 月 14 日 

お 客 さ ま  各 位 

 

「でんさいライト」の取扱開始について 

 

平素より、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

広島県信用組合では、令和 3 年 6 月に閣議決定された政府の「成長戦略実行計画」における 

「令和 8年度末までの手形・小切手機能の全面的な電子化」に向けた対応の一環として、株式会社 

全銀電子債権ネットワーク（以下「でんさいネット」といいます）が提供する「でんさいライト」

の取扱いを開始いたします。 
 

記 

１．「でんさいライト」の概要 

でんさいネットの電子記録債権（通称：でんさい）を活用したサービスで、インターネット

バンキングをご契約いただくことなく、現在お使いのインターネットに接続できるパソコン・

スマートフォン・タブレットを通じて、でんさいネットのウェブサイトから「でんさい」の 

お支払（発生記録）、お受取、譲渡（分割譲渡を含みます）等をお取引いただけます。 

詳細につきましては、「でんさいライト特設サイト」をご覧ください。 

ＵＲＬ https://www.densai.net/densai-light/ 

 

２．主なサービス内容 

取扱開始日 令和 7年 11 月 17 日（月） 

対象のお客さま 法人および個人事業主のお客さま 

ご利用口座 当座預金、普通預金 

債権金額の範囲 
お支払 （発生記録） 1 円以上 100 万円以下 （1 件あたり） 

お受取または譲渡 上限額はありません。 

主な手数料 ※ 

（税込） 

お支払 （発生記録手数料） 1 件あたり 264 円 

譲渡  （譲渡記録手数料） 1 件あたり 132 円 

分割譲渡（分割譲渡記録手数料） 1 件あたり 264 円 

ご利用時間 8：00～19：00  

でんさいライト専用 

コールセンター（外部） 

電話番号：０１２０－５８５－８６６（フリーダイヤル） 

受付時間：平日 9：00～17：00 （土日祝・年末年始を除く） 

※お客さまが「でんさいライトウェブサイト画面」を通じて行うお取引にかかる手数料です。 
お客さまが窓口を通じてお取引を行う（当組合が代行でお取引を行う）場合、別途、代行手数料
「お取引 1件あたり 1,100 円（税込）」が必要となる場合があります。 

 

３．「でんさいライト利用規定」等について 

でんさいライトの取扱開始に伴い、「でんさいライト利用規定」など各種規程等をでんさい

ネットのホームページ上に掲載しておりますので、ご案内いたします。 

ＵＲＬ https://www.densai.net/densai-light/dl2681/ 

以上 

 

ご不明点などは、お取引店または下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。 
 

 
(お問い合わせ先)  広島県信用組合 業務部 

電話番号：０１２０－７４５－５３０（フリーダイヤル） 
受付時間：平日 9:00～17:00（除く土・日・祝日、12/31、1/1～3) 

https://www.densai.net/densai-light/
https://www.densai.net/densai-light/dl2681/





